
居宅介護支援事業所様向けデータ移行の注意点（追加分） 
◆居宅介護支援事業所様における『居宅介護支援事業所』の設定について 

①「ほのぼのmini」では、居宅介護支援事業所様における『居宅介護支援事業所』は自事業所となります。 

②予防支援・介護予防ケアマネジメントの設定は下記でご設定いただいております。 

  ＜予防支援・介護予防ケアマネジメントの設定＞ 

利用者マスタ（利用者基本）＞ 提供サービス欄 ＞ 地域包括支援センターを設定 

 

【利用者マスタ（利用者基本）画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご注意※ 

【利用者マスタ（介護保険）画面】 

 「ほのぼのmini2」の利用者の居宅介護支援事業所情報は下記の登録情報よりデータを反映させます。 

＜反映対象画面＞ 

利用者マスタ（介護保険）＞ 居宅介護支援事業所  

           ※地域包括からの委託であっても、自事業所の設定をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

② 

地域包括支援センター等、他事業所を登
録している場合、自事業所へ設定変更を
お願いいたします。 


